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  基本的事項 

１．１ 計画策定の背景 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）＊の第６次評価報告書によると、人間の活動が大気、海洋及び陸

域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと示されました。 

２０１５（平成２７）年１２月に開催された第２１回国連気候変動枠組条約締約国会議＊（COP２１）では、世界共

通の長期目標として産業革命前に比べて２℃より低くし、１.５℃に抑える努力を追求すること、気候変動適応計

画＊の長期目標の設定、プロセスや行動の実施などがパリ協定＊として採択されました（２０１６（平成２８）年発

効）。 

わが国ではパリ協定に基づき、２０２１（令和３）年１０月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」の中で、２

０３０（令和１２）年度における温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度比で４６％削減し、２０５０（令和３２）

年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロ（カーボンニュートラル）にする目標を設定しました。加えて、２０２５（令

和７）年２月に改定された同計画では、２０３５（令和１７）年度に６０％、２０４０（令和２２）年度に７３％削減するこ

とを目指す野心的な目標が示されています。 

本市では、第２次日高市環境基本計画（後期計画）（令和８年３月）に「第２次日高市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」（以下、「区域施策編」という）、「日高市気候変動適応計画」を包含し、市内全域における

地球温暖化対策に向けた取組を推進しています。 

これまで、「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という）」（平成１０年、法律第１１７号）に

基づき、温室効果ガスを多量に排出する者（特定排出者）として、市の事務及び事業における温室効果ガス排

出量について、２０１１（平成２３）年度より毎年度算定・報告・公表を行ってきました。 

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２１条第１項による本計画の策定、第１４項による本計画の

公表、並びに第１６項による本計画における実施状況の毎年度の公表が義務づけられています。市民・事業者

に向けて率先した行動を示すためにも、全庁的・横断的な温室効果ガス削減に向けた取組の推進が求められ

ます。 

 

１.１.１ 「ゼロカーボンシティ」共同宣言（ダイアプラン） 

２０２１（令和３）年２月１５日、所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び本市で構成される「埼玉県西部地域

まちづくり協議会（ダイアプラン）」では、地球温暖化の進行とその影響と考えられる自然災害の増加を喫緊

の課題として、将来にわたり健康で安心して暮らすことができる環境を次世代へ引き継いでいくため、構成５

市の特徴を生かしながら、市域を越え、２０５０（令和３２）年までにカーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボ

ンシティ共同宣言」を表明しました。 

埼玉県西部地域といった広域的な視点を踏まえながら、国の「２０５０（令和３２）年カーボンニュートラル」と

相まって、地球温暖化対策に向けた温室効果ガス排出量の削減と温室効果ガス吸収源の保全を推進して

いくことが求められます。  
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１.１.２ 地球温暖化がもたらす影響 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第６次評価報告書によると、人間活動による温暖化には疑う余

地がなく、人為的な気候変動は、既に世界中の全ての地域において多くの気象と気候の極端現象に影響を

及ぼしているとされています。温暖化による影響は次のとおりです。 

 

（１） 平均気温の上昇 

世界の平均気温は、１８５０（嘉永３）

年から１９００（明治３３）年を基準とする

と、２０１１（平成２３）年から２０２０（令和

２）年の期間に１.１℃の温暖化に達して

おり、IPCC の第６次評価報告書による

と、今後十分な温暖化対策を講じなけ

れば、２１世紀末までに世界の平均気

温は１.０～５.７℃上昇すると予測されて

います。 

日本の年平均気温偏差は図 １-1 に

示すとおりで、変動を繰り返しながら長

期的には１００年当たり１.４０℃上昇して

います。特に１９９０（平成２）年以降、高

温となる年が頻出しています。 

 

 

 

 

（２） 降水量の変動 

図 １-2 に示すとおり、北半球中緯度の陸域平均降水量は、１９０１（明治３４）年以降増加していると報

告されています。 

日本の降水量は図 １-3に示すとおり、年ごとに変動が大きくなっていることが分かります。 

 

 

図 １-2 １９０１年から２０１０年及び１９５１年から２０１０年の期間に観測された降水量変化の分布 

出典：「IPCC AR５ WG１ SPM Fig.SPM,２」 

図 １-1 日本の年平均気温偏差 

出典：「日本の年平均気温偏差の経年変化 

（１８９８～２０２４年）」（気象庁 HP） 
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図 １-3 日本の降水量偏差 

出典：「IPCC第５次評価報告書の概要－第１作業部会（自然化学的根拠）－」（平成２６年、環境省） 

 

（３） 気候変動が日本にもたらす影響 

温暖化は、気候変動や気象災害のみならず、さまざまな環境影響を及ぼします。表 １-１に示すとおり、

日本でも水資源、生態系、食糧などへの影響が予測されています。 

 

表 １-１ ２１００年末に予測される日本への影響 

気温 

気温 ２.６～４.８℃上昇 

降水量 ９～１６％増加 

海面 ６０～６３cm上昇 

災害 

洪水 年被害額が３倍程度に拡大 

砂浜 ８３～８５％消失 

干潟 １２％消失 

水資源 
河川流量 １.１～１.２倍に増加 

水質 クロロフィル aの増加による水質悪化 

生態系 
ハイマツ 生育可能な地域の消失～現在の７％に減少 

ブナ 生育可能な地域が現在の１０～５３％に減少 

食糧 

コメ 収量に大きな変化はないが、品質低下リスクが増大 

温州みかん 作付適地がなくなる 

たんかん 作付適地が国土の１％から１３～３４％に増加 

健康 
熱中症 死者、救急搬送者数が２倍以上に増加 

ヒトスジシマカ 分布域が国土の約４割から７５～９６％に拡大 

（気温：温室効果ガス温度上昇の最悪ケース RCP８.５＊、１９８６～２００５年との比較） 

（気温以外の項目：温室効果ガス温度上昇の最悪ケース RCP８.５、１９８１～２０００年との比較） 
参考：「環境省 環境研究総合推進費 S-８ ２０１４年報告書」 
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１．２ 計画の目的 

本計画は、温対法に基づき、市の事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出実態と特性を把握し、

環境負荷の軽減と温室効果ガスの排出削減に向けた取組を推進することを目的として策定します。 

 

 

１．３ 計画の効果 

本計画の運用・推進によって、市の事務及び事業における温室効果ガスの排出削減のみならず、地球温暖

化対策に関する具体的な知見の蓄積、脱炭素化に向けた技術力向上、施設の長寿命化、ライフサイクルコスト

の削減、再生可能エネルギー導入による地域レジリエンスの向上など、全庁的・横断的な効果が期待できると

ともに、市民・事業者に対してイニシアチブを取り、区域施策編で定めた市域の温室効果ガスの削減目標の達

成に貢献できます。 

 

 
出典：「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（詳細版（旧・本編））Ver.2.0」 

（令和７年３月、環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室） 

図 １-4 本計画による効果 

 

 

１．４ 計画の対象範囲 

市が行う事務及び事業すべてを対象とします。なお、外部への委託、指定管理者制度等により実施する事

業についても、受託者等に対して、可能な限り温室効果ガスの排出削減に向けた取組（措置）を講ずるよう要

請します。 
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１．５ 対象とする温室効果ガスの種類 

本計画で対象とする温室効果ガスの種類は次のとおりです。パーフルオロカーボン類及び三ふっ化窒素は、

本市の事務及び事業から排出されることがないため除外しています。 

 

表 １-２ 対象とする温室効果ガスの種類 

温室効果ガス 
本計画 

の対象 

地球温暖化 

係数※１ 
性質 主な排出源※２ 

二酸化炭素 

（CO2） 
● １ 

常温では無色無臭の気体。水に比較的

よく溶け、水溶液（炭酸）は弱酸性を示

す。 

燃料の使用、電気の使用、熱

の使用、一般廃棄物の焼却、

石灰石の焼成など 

メタン 

（CH4） 
● ２８ 

常温では無色無臭の気体。天然ガスの

主成分となる引火性の物質。 

燃料の使用、自動車の走行、

廃棄物の埋立処分、下水等

処理、家畜の飼養・ふん尿、

都市ガスの製造など 

一酸化二窒素 

（N2O） 
● ２６５ 

亜酸化窒素、笑気とも呼ばれ、常温で

は無色、微かに芳香のある気体。大気

中の寿命は１２１年と長い。 

燃料の使用、自動車の走行、

下水等処理、一般廃棄物の

焼却、笑気ガスの使用、生ご

み等のコンポスト化など 

ハイドロフルオロ 

カーボン類 

（HFCs） 

● 
４～ 

１２,４００ 

自然界には存在しない人工物質。不燃

性、化学的に安定した人体に毒性のな

い物質。 

自動車エアコンディショナー、

噴霧器・消化剤、冷蔵庫等の

冷媒 

パーフルオロ 

カーボン類 

（PFCs） 

― 
６,６３０～ 

１１,１００ 

自然界には存在しない炭素とフッ素の

みで構成される人工物質。不燃性、化

学的に安定した人体に毒性のない物

質。 

半導体の製造プロセス 

六ふっ化硫黄 

(SF6) 
● ２３,５００ 

優れた絶縁性を持つ常温では無色無

臭の気体で、人体に対し安全でかつ安

定した物質。 

電気機械器具の絶縁体 

三ふっ化窒素 

(NF3) 
― １６,１００ 

常温では安定した無色、特徴的な（カビ

臭）においを有する気体。高温では強

力な酸化剤となり、助燃作用もある。 

半導体の製造プロセス 

※１ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（令和６年４月１日施行） 

※２ 主な排出源欄中の下線は、本計画の温室効果ガス排出量の算定に使用した排出源です。 

 

１．６ 計画の期間 

本計画は、第２次日高市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下、「前期計画」とします。）の策定か

ら５年が経過したことにより実施した見直しに基づく後期計画であり、計画の期間は国の地球温暖化対策計画

の中期目標年度に即し、２０３０（令和１２）年度までとします。 

なお、次の事由が発生したときは、計画期間の終了を待たずとも必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

➢ 施設の新築・修繕等により、前掲「表 １-２対象とする温室効果ガスの種類」の中で対象外のものが追

加となったとき 

➢ 社会経済情勢が著しく変化し、温室効果ガス排出量が大きく変動すると見込まれたとき 

➢ 国の温室効果ガス削減目標が見直されるなど、国内外の動向に変化が生じ、本市の方針・目標・施策

について、その動向に追従する必要性が生じたとき  
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１．７ 計画の位置づけ 

図 １-5 に示すとおり、本計画は、第２次日高市環境基本計画に包含した「日高市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」の市の事務及び事業分野の個別計画と位置づけます。 

また、計画の推進にあたっては、温対法のほか、環境配慮に関する法令を踏まえ、省エネルギー行動及び

再生可能エネルギーの利用に取り組みます。 

 

 

図 １-5 本計画の位置づけ（イメージ） 

 

 

１．８ 貢献が期待される SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs は、２０１５（平成２７）年９月の国連サミット＊にて全会一致で採択された国際目標です。地球上の誰一

人として取り残さず、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すことを誓っています。 

SDGs では、持続可能な社会を実現するための１７の目標があり、それを具体化した１６９のターゲットが定め

られていますが、１つの行動によって複数の側面において利益を生み出すマルチベネフィット＊を目指すことが

できるという特徴があります。 

本計画の推進により、次の７つの目標への貢献が期待されます。 

 

       

日高市環境基本条例 

第２次日高市環境基本計画（後期計画） 

第２次日高市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

第２次日高市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（後期計画） 

第６次日高市総合計画 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律＊（省エネ法） 

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事

業活動の促進に関する法律＊（環境配慮促進法） 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律＊（グリーン購

入法） 

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進

に関する法律＊（環境配慮契約法） 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 
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  温室効果ガス排出量の状況 

２．１ 温室効果ガス排出量の算定範囲及び算定方法 

２.１.１ 温室効果ガス排出量の算定範囲 

温室効果ガス排出量の算定範囲は、「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定

手法編）Ver.2.0（令和７年３月）」（以下「マニュアル」という）に基づき、次のとおりとします。 

 

【温室効果ガス排出量の算定範囲】 

➢ 自ら管理している施設・設備等から排出される温室効果ガス 

➢ エネルギー管理権原＊を有する施設・設備から排出される温室効果ガス（車両・屋外照明等を含む） 

 

また、本計画及び今後の温室効果ガス排出量の算定・分析にあたり、表 ２-１に示すとおり市長部局、教

育委員会及び地方公営企業の３部局に大別しました。なお、本計画の対象外となる施設及び事務・事業は、

表 ２-２に示すとおりです。 

 

表 ２-１ 組織（エネルギー管理部署） 

組織 部 課 主な管理施設※２（令和８年度） 

市長部局 

総合政策部 管財課 本庁舎 

総務部 危機管理課 消防団等 

市民生活部 

環境課 清掃センター、一般廃棄物最終処分場 

産業振興課 
巾着田管理事務所、農村研修センター、高麗郷古民家「旧新井家

住宅」等 

交通政策課 街路灯 

福祉子ども部 
生活福祉課 総合福祉センター「高麗の郷」 

子育て応援課 保育所、学童保育室等 

都市整備部 都市計画課 
市営住宅（給水施設のみ）、日高総合公園、自由通路（高麗川駅、

武蔵高萩駅） 

教育委員会 教育部 

教育総務課 小学校、中学校、学校給食センター 

生涯学習課 
公民館、文化財室、生涯学習センター、文化体育館「ひだかアリー

ナ」等 

地方公営企業 上・下水道部 
水道課 浄水場、配水場、取水場等 

下水道課※１ 浄化センター、大谷沢地区農業集落排水施設、高麗汚水処理施設 

※1 下水道課は、市長部局に属しますが、本計画では地方公営企業に分類します。 

※2 各課の保有管理車については資料編に記載します。 

 

表 ２-２ 算定の対象外となる施設及び事務・事業 

施設及び事務・事業 根拠 

市営住宅（給水施設を除く） エネルギー管理権原は居住者が有しているため 

シルバー人材センター 市から独立した法人による事務・事業のため 

広域飯能斎場 広域３市（飯能市、狭山市、本市）で構成された一部事務組合の事業のため 

入間西部衛生組合 ２市（入間市・本市）で構成された一部事務組合の事業のため 

 



 

8 

 

２.１.２ 温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガス排出量は、「マニュアル」に基づいて算定しています。以下に示すとおり、基本的には活動

量（燃料等の使用量、ガス種ごとの排出量等）、排出係数及び地球温暖化係数をそれぞれ乗じて温室効果

ガス排出量（t-CO2）を算定します。算定方法の詳細は資料編に示します。 

 

【基本的な温室効果ガス排出量の算定方法】 

 

 

 

 

 

 

 
× × ＝ 

   

 

地球温暖化係数とは、温室効果ガスの温室効果の強さがその種類によって異なるため、二酸化炭素を“１

（基準）”として、各ガスの温室効果の強さを数値化したものです。本計画の対象となる温室効果ガスの地球

温暖化係数は表 ２-３に示すとおりです。 

 

表 ２-３ 地球温暖化係数 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（CO2） １ 

メタン（CH4） ２８ 

一酸化二窒素（N2O） ２６５ 

ハイドロフルオロカーボン 
１,１,１,２-テトラフルオロエタン 

（HFC-１３４a） 
１,３００ 

六ふっ化硫黄（SF6） ２３,５００ 

 

  

活動量 排出係数 地球温暖化係数 温室効果ガス排出量 
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２．２ 温室効果ガス排出量の算定結果 

市の事務及び事業に伴う温室効果ガス総排出量は図 ２-1 に示すとおり、２０１４（平成２６）年度をピークに

減少傾向にあります。算定可能な直近年度であるの２０２４（令和６）年度の温室効果ガス総排出量は４,９３４ｔ-

CO2となり、基準年度である２０１３（平成２５）年度と比較すると約３２.９％減少しています。 

なお、一部の算定項目において、過年度の活動量データの収集が困難であったため、把握可能な年度の

実績値等に基づいた、推計値を設定している項目があります。 

また、温室効果ガス排出量の算定方法の見直し、地球温暖化係数の変更により、前期計画策定時の公表

値から更新されています。 

 

 
図 ２-1 温室効果ガス総排出量 
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２．３ 温室効果ガス排出量の内訳 

２.３.１ ガス別の排出量内訳 

温室効果ガスの種類ごとの排出量内訳は表 ２-４及び図 ２-2に示すとおりです。本市が排出する温室効

果ガスは、二酸化炭素が大部分を占め、２０２４（令和６）年度には９２.２％となっています。 

また、２０２２（令和４）年度より、コミュニティプラントが廃止されたことにより、CH4及びN2Oの排出量が減少

しています。 

 

表 ２-４ ガス別の排出量内訳（二酸化炭素換算） 

単位：t-CO2 

年度 

ガス種 

2013 

（平成 25） 

2014 

（平成 26） 

2015 

（平成 27） 

2016 

（平成 28） 

2017 

（平成 29） 

2018 

（平成 30） 

2019 

（令和元） 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 

ＣＯ2 5,867 6,870 6,230 6,328 6,274 5,645 5,851 5,573 5,575 5,353 6,347 4,547 

ＣＨ4 1,104 1,116 1,094 1,037 1,098 1,017 1,077 1,077 971 177 166 178 

Ｎ2Ｏ 387 395 390 374 400 374 410 401 362 203 192 208 

ＨＦＣ 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.09 1.11 1.11 1.12 1.04 

ＳＦ6 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

合計 7,358 8,382 7,716 7,740 7,773 7,037 7,339 7,053 6,909 5,734 6,707 4,934 

 

 

図 ２-2 ガス別の排出量内訳（二酸化炭素換算）  
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２.３.２ 活動別の排出量内訳 

活動ごとの温室効果ガス排出量内訳は、表 ２-５に示すとおりです。本市が排出する温室効果ガスは、電

気の使用に伴う排出が大部分を占め、２０２４（令和６）年度には７６.２％となっています。 

 

表 ２-５ 活動別の排出量内訳 

単位：t-CO2 

年度 

活動 

2013 

（平成 25） 

2014 

（平成 26） 

2015 

（平成 27） 

2016 

（平成 28） 

2017 

（平成 29） 

2018 

（平成 30） 

都市ガスの使用 131 150 129 229 272 251 

燃料の使用 722 940 665 655 609 482 

電気の使用 5,014 5,780 5,436 5,444 5,392 4,912 

家庭用機器燃料の使用 0.009 0.013 0.010 0.010 0.014 0.013 

自動車の走行 2.4 2.5 2.2 2.6 2.5 3.1 

終末処理場及びし尿処理施設 

における下水等の処理 
1,450 1,471 1,445 1,371 1,457 1,350 

浄化槽におけるし尿・雑排水 

の処理 
38 38 38 38 38 38 

カーエアコンの使用 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 

電気機械器具の使用 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

合計 7,358 8,382 7,716 7,740 7,773 7,037 
        

年度 

活動 

2019 

（令和元） 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 

都市ガスの使用 244 335 440 510 684 487 

燃料の使用 598 254 290 336 287 301 

電気の使用 5,010 4,984 4,844 4,507 5,376 3,759 

家庭用機器燃料の使用 0.009 0.009 0.006 0.006 0.007 0.022 

自動車の走行 2.2 2.0 2.3 2.2 2.8 2.9 

終末処理場及びし尿処理施設 

における下水等の処理 
1,447 1,439 1,293 340 318 350 

浄化槽におけるし尿・雑排水 

の処理 
38 38 38 38 38 32 

カーエアコンの使用 1.13 1.09 1.11 1.11 1.12 1.04 

電気機械器具の使用 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

合計 7,339 7,053 6,909 5,734 6,707 4,934 
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２.３.３ 組織別の排出量内訳 

組織ごとの温室効果ガス排出量内訳は表 ２-６及び図 ２-3に示すとおりです。温室効果ガス排出量の約

５割から６割を地方公営企業が占めています。２０２４（令和６）年度では、市長部局が１６.９％、教育委員会

が２８.４％、地方公営企業が５４.７％の構成比となっています。 

 

表 ２-６ 組織別の排出量内訳 

単位：t-CO2 

年度 

組織 

2013 

（平成 25） 

2014 

（平成 26） 

2015 

（平成 27） 

2016 

（平成 28） 

2017 

（平成 29） 

2018 

（平成 30） 

2019 

（令和元） 

市長部局 1,155 1,592 1,116 1,134 1,062 602 774 

教育委員会 1,089 1,563 1,580 1,746 1,839 1,751 1,836 

地方公営企業 5,114 5,228 5,020 4,860 4,872 4,684 4,730 

合計 7,358 8,382 7,716 7,740 7,773 7,037 7,339 
         

年度 

活動 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 
  

市長部局 952 945 881 945 833   

教育委員会 1,445 1,617 1,557 2,564 1,403   

地方公営企業 4,655 4,348 3,296 3,198 2,697   

合計 7,053 6,909 5,734 6,707 4,934   

 

 

図 ２-3 組織別の排出量内訳 
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また、２０２４（令和６）年度における組織ごとの活動量別排出量の内訳を見ると、いずれの組織においても

電気の使用に伴う排出が６割以上を占めています。 

市長部局では、電気に次いで、ガソリン、灯油、ＬＰガス等の燃料の使用に伴う排出が２８.３％を占めてい

ます。教育委員会では、市長部局と同様の燃料のほか、都市ガスの使用に伴う排出が３４.１％を占めていま

す。地方公営企業では、上水道施設での給配水や下水道施設での下水等の処理に伴う電力使用が多くを

占めていると考えられます。 

 

表 ２-７ ２０２４（令和６）年度における組織別活動量別排出量内訳 

単位：t-CO2 

組織 

活動 
市長部局 教育委員会 地方公営企業 

都市ガスの使用 3.5 483.8 － 

燃料の使用 236.6 35.8 28.3 

電気の使用 590.0 883.5 2,285.6 

家庭用機器燃料の使用 0.002 0.019 0.001 

自動車の走行 2.4 0.1 0.3 

終末処理場及びし尿処理施設 

における下水等の処理 
－ － 350.2 

浄化槽におけるし尿・雑排水 

の処理 
1.6 15.9 14.9 

カーエアコンの使用 0.7 0.2 0.2 

電気機械器具の使用 － － 0.003 
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【市長部局】 【教育委員会】 

 
 

  

【地方公営企業】 

  
 

図 ２-4 ２０２４（令和６）年度における組織別活動量別排出量内訳 
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２.３.４ エネルギー起源二酸化炭素の排出量内訳 

前掲「２.３.１ ガス別の排出量内訳」で大部分を占めていた二酸化炭素と、「２.３.２ 活動別の排出量内訳」

で大部分を占めていた燃料及び電気の使用に伴う二酸化炭素は、いずれも化石燃料の燃焼によって得ら

れるエネルギーの利用に伴い排出されることから、「エネルギー起源二酸化炭素」といいます。これに対し、

原材料を使用する工業プロセスや廃棄物の燃焼に伴い排出される二酸化炭素を、「非エネルギー起源二酸

化炭素」といいます。本市の事務及び事業において排出される二酸化炭素は、すべてエネルギー起源二酸

化炭素に該当します。 

そこで、エネルギー起源二酸化炭素に着目し、使用エネルギー別の排出量について整理した結果を表 

２-８に示します。前掲「２.３.２ 活動別の排出量内訳」で示したとおり、その８割以上が電気の使用による二

酸化炭素の排出であり、２０２４（令和６）年度には、電気の使用８２.７％に続いて、都市ガス１０.７％、灯油４.

１％、ガソリン１.３％となっています。 

 

表 ２-８ 使用エネルギーごとのエネルギー起源二酸化炭素排出量内訳 

単位：t-CO2 

年度 

ガス種 

2013 

（平成 25） 

2014 

（平成 26） 

2015 

（平成 27） 

2016 

（平成 28） 

2017 

（平成 29） 

2018 

（平成 30） 

2019 

（令和元） 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 

ガソリン 82.3 83.2 80.5 80.5 78.9 17.1 74.8 62.4 62.6 62.7 64.4 59.4 

灯油 294.9 527.3 260.6 257.7 199.8 189.1 205.6 139.7 176.0 187.1 174.3 186.8 

軽油 4.8 4.1 4.6 6.5 5.0 2.9 8.0 6.5 5.8 6.7 5.3 6.3 

A重油 330.8 313.2 303.9 292.9 305.6 257.5 285.4 16.1 19.5 14.8 10.8 16.9 

LPG 5.9 11.6 15.1 17.2 20.1 15.0 24.0 28.8 26.4 64.3 32.1 31.3 

LNG 3.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

都市ガス 131.3 150.2 129.4 229.0 272.4 251.1 243.5 334.8 440.0 510.2 684.2 487.4 

電気 5,013.6 5,780.3 5,435.7 5,443.9 5,392.3 4,912.3 5,010.1 4,984.4 4,844.3 4,507.2 5,376.0 3,759.2 
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２．４ 温室効果ガス排出量の分析結果 

２.４.１ これまでの温室効果ガス排出削減に向けた取組実績 

市では、これまで次の取組を推進し、温室効果ガス排出量の削減を図っています。 

➢電力需要が多くなる６月から９月までの３か月間について、「夏季電力・節電対策」として電力消費

の削減に取り組み、冬季も同様の取組を行った 

➢区域施策編に基づき、温室効果ガスの削減や省エネルギー・省資源化に取り組んだ 

➢空調の運転時間の短縮を図った 

➢夏季・冬季の空調温度を室内の状況に合わせて適切に設定した 

➢事務室及び廊下の照明の間引きを行った 

➢昼休みに窓際消灯を実施した 

➢パソコンや印刷機などの使用時間以外の電源は切った 

➢退社時における OA機器の主電源 OFFを徹底し、待機電力の削減に取り組んだ 

➢エレベーターの間引き運転を行った 

➢緑のカーテンを設置し、空調消費電力の抑制を図った 

➢街路灯を LED器具に更新した 

➢各施設の改修時等に可能な範囲で照明を LEDに交換した 

➢各施設に可能な範囲で太陽光発電設備を設置した 

➢ふるさとの森で植樹会を実施した 

 

２.４.２ 前期計画における削減目標の達成状況 

前期計画では、２０２５（令和７）年度までに事務及び事業における温室効果ガス排出量を、２０１３（平成２

５）年度比で１８.４％削減する中間目標を掲げていました。 

２０２４（令和６）年度現在における基準年度比の削減割合は３３.０％となっており、前期計画で掲げた中間

目標を達成しています。 

 

表 ２-９ 前期計画における中間目標の達成状況 

年度  

 

項目 

2013 

（平成 25） 

2024 

（令和６） 

2025 

（令和７） 

基準年度 直近年度実績 直近年度実績 

温室効果ガス排出量 7,358 4,934 6,004 

削減率 ― 33.0％ 18.4％ 
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２.４.３ 温室効果ガス排出量の分析結果 

温室効果ガス総排出量及びその内訳、並びにこれまでの取組実績から、分析結果として次のことが考え

られます。 

 

➢前期計画を策定した２０２１（令和３）年度以降の直近４か年では、２０２３（令和５）年度を除いて温室効

果ガス排出量は減少しており、一定の取組効果がみられる。なお、２０２３（令和５）年度には、教育委

員会における都市ガス及び電気の消費量が増加しており、全国的に長く厳しい暑さが続いたことによ

り、冷房需要が例年を大きく上回ったことが要因として考えられる。 

➢温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が約９割を占め、これには電気の

使用による寄与が大きい。 

➢地方公営企業による温室効果ガス排出量は、市の総排出量の半数以上を占めている。これらの施設

は、インフラ基盤として不可欠な施設であることから、市による温室効果ガス排出抑制の実践行動に

加え、利用者（市民・事業者）による節水や適正な排水など、下水処理施設への負荷軽減につながる

行動が求められる。 

➢市長部局及び教育委員会では、燃料並びに電気の使用抑制に加え、低炭素エネルギー＊の調達を

推進することで温室効果ガスの排出削減につながる。 
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  温室効果ガス削減目標 

 

３．１ 目標設定の考え方 

本市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減目標は、本市が掲げるゼロカーボンシティの実

現と、国が定める削減目標の達成に寄与するため、図 ３-1 に示す国の地球温暖化対策計画における温室効

果ガス別削減目標を参考に設定しました。 

 

 
出典：「地球温暖化対策計画の概要」（令和７年２月、内閣大臣・環境省・経済産業省） 

図 ３-1 国の温室効果ガス別の排出削減・吸収量の目標・目安 
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３．２ 削減目標 

本市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減目標は、表 ３-１に示すとおり、温室効果ガス別

又は部門別に設定しました。 

エネルギー起源 CO2である業務その他部門及び運輸部門については、省エネルギーや再生可能エネルギ

ーの導入等による削減の余地が見込めることから、国が定める２０３０（令和１２）年度における削減目標（業務

その他部門：５１％、運輸部門：３５％）と整合を図ることとします。 

また、CH4 及び N2O については、国の削減目標を既に大幅に下回っていることから、目標排出量は２０２４

（令和６）年度の排出量（CH4：１７７.７ｔ-CO2、N2O：２０７.７ｔ-CO2）にとどめることとし、代替フロン等４ガスについ

ては、本市の温室効果ガス総排出量に占める割合が極めて小さく、排出起源もカーエアコン及び地中線用負

荷開閉器に限定され、今後大幅な減少が見込めないことから、目標排出量は CH4 及び N2O 同様に、２０２４

（令和６）年度の排出量（１.０ｔ-CO2）にとどめることとします。 

以上を踏まえ、本市における２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス総排出量の削減目標を５５.５％とします。 

 

表 ３-１ 削減目標 

単位：t-CO2 

部門・分野 排出源 

2013 

（平成 25） 

年度 

2024 

（令和６） 

年度 

2030 

（令和 12） 

年度 

排出量 排出量 国 日高市 

実績値 実績値 削減目標 削減目標 目標排出量 

エネルギー起源 CO2 

 業務その他部門 各種燃料、電気 5,777.1 4,484.4 51％ 51％ 2,830.8 

 
運輸部門 

公用車等車両 

（ ガ ソ リ ン 、軽

油、LNG） 

89.6 62.8 35％ 35％ 58.3 

その他のガス 

 メタン（CH4） 家庭用機器、公

用車等車両、下

水等の処理 

1,103.8 177.7 11％ 84％ 現状維持 

 一酸化二窒素 

（N2O） 
386.6 207.7 17％ 46％ 現状維持 

 代替フロン等４ガス 

（HFC、SF6） 

カーエアコン、

電気機械器具 
1.1 1.0 44％ 8％ 現状維持 

総排出量 7,358.2 4,933.7 － 55.5％ 3,275.5 
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  目標達成に向けた取組 

 

４．１ 基本理念及び基本方針 

本計画では、前期計画で掲げた、行政サービスの質を維持しつつ、市の事務及び事業活動によって生ずる

温室効果ガス排出量の削減に向けた基本理念及び基本方針を次のとおり継承します。 

 

 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

基本方針４ 

基本方針５ 

基本方針６ 

環境教育と意識の浸透 

省エネルギー・省資源の推進 

温室効果ガス吸収源の把握と保全 

ごみの減量・資源化の推進 

再生可能エネルギーの利活用の拡大 

職員の地球温暖化対策率先行動の推進 

 

 

４．２ 取組及び目標 

温室効果ガス排出量の削減目標を実現するためには、節電などの省エネ行動や省エネ機器の導入といっ

たソフト・ハード両面での取組が求められます。あわせて、市が率先して取組や成果を示すことで、市民・事業

者の環境配慮行動を促し、市内全域の温室効果ガス排出量の削減を推進することが重要です。 

施策ごとに取組内容とその貢献・効果を示し、全庁一体となって温室効果ガス排出量の削減に取り組むとと

もに、職員一人一人の具体的な行動につなげます。 

また、図 ４-1には「２０５０年カーボンニュートラル」を目指す本市の方向性を示しており、次項の各基本方針

において、取組の実践による効果及び貢献事項を整理しています。 

 

 

「ゼロカーボンシティ」共同宣言を踏まえ、本市の恵豊かな山林の保全・創出に

努めるとともに、全庁的・横断的な温室効果ガス排出量削減を推進し、市民・事

業者に対してイニシアチブを図る 
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図 ４-1 ２０５０年カーボンニュートラルに向けたイメージ 

 

 

基本方針１ 環境教育と意識の浸透 

 

 

○ 地球温暖化対策及び気候変動適応に関する研修

を計画・立案し、職員の知識と対応力向上を図りま

す。 

○ デコ活＊宣言やデコ活応援団に参画し、最新情報

や取組事例の把握に努め、本市の事業展開の参

考とします。 

○ 庁内掲示板を通して、地球温暖化対策に係る最

新情報を配信し、情報共有を図ります。 

○ 各部署で温室効果ガス排出量の把握と課題の検

討を行い、削減目標達成のための取組を推進しま

す。 

 

 

➤ 職員一人一人の意識変革をもたらし、削減

目標の実現に向けた全庁的・横断的な取

組が促されます。 

 

➤ 「デコ活」を通じて発信される脱炭素に関す

る最新情報や取組事例などを共有す

ることで、行動意欲の向上とさまざまな立

場・視点から削減目標に向けた取組の改善

につながることが期待されます。 

 

➤ 日頃の職務での温暖化対策に対する意識

や行動意欲を促すことで、温室効果ガス排

出量の削減につながります。 

 

取組内容 
貢献・効果 
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基本方針２ 省エネルギー・省資源の推進 

 

〇 施設の空調については、冷房時は室温２８℃、暖

房時は２０℃を目安とした適切な温度管理を行うと

ともに、公務にふさわしい服装を基本としながら、

TPOに応じて、軽装での勤務を通年実施します。 

〇 空調機器の清掃を定期的に行います。 

〇 扇風機・サーキュレーター等の併用により室内の

温度ムラを解消し、適切な室内温度を維持しま

す。 

〇 照明は、業務等に支障のない範囲で間引きし、日

当たりの良い室内では、自然採光を積極的に取り

入れます。 

〇 ノー残業デーの徹底を図り、就業時間外の消灯等

によるエネルギー消費の削減に取り組みます。 

〇 近距離の移動は、公用車の利用を控え、徒歩・自

転車の利用に努めます。遠方への移動は電車や

バス等の公共交通機関の利用を推進します。 

〇 公用車の利用合理化を図るとともに、エコドライブ＊を

励行します。 

〇 空調その他の機械換気設備、給湯器、照明器具、

昇降機、コージェネレーション設備等の整備に当

たっては、省エネルギー性能の高い設備・機器へ

の計画的な整備を推進します。 

〇 公用車の電動車等のエコカーへの計画的な更新

と、その充電設備の整備を推進します。 

〇 事業及び工事の受注業者に対し、省エネルギー

の推進を働きかけます。 

〇 会議資料等の印刷を控え、ペーパーレス化に努め

ます。やむを得ず印刷する場合は、業務に支障の

ない範囲で、再生紙の利用や両面印刷など、省資

源に配慮した印刷に努めます。 

〇 グリーン購入を推進するため、物品調達の方法を

工夫します。 

 

 

 

➤ 冷房時の設定温度を２℃高くすると、5.6 

kg-CO2/人の削減が期待されます。 

暖房時の設定温度を３℃低くすると、2.7 

kg-CO2/人の削減が期待されます。 

 

➤ 空調のフィルターを清掃すると、約５％の

省エネルギーが期待されます。 

 

➤ 34W のＬＥＤ照明器具 1 灯の点灯時間を、

１日１時間短縮すると、年間約１２.４１

kWhの節電につながります。 

 

➤ 徒歩・自転車の利用は、燃料経費削減、温

室効果ガス排出削減、健康増進効果と、

人にも地球にもやさしい取組となります。 

 

➤ 照明を蛍光灯からＬＥＤに更新すると、

約５０％の消費電力削減につながりま

す。 

 

➤ 温室効果ガス排出の大部分を占める電気

使用を日常的に抑制することで、削減目標

の達成に大きく寄与します。 

 

➤ ペーパーレス化によって、コピー用紙調

達費用の削減、書類・資料の保管ス

ペースの削減にもつながります。 

 

➤ グリーン購入を特に推進する品目や判断

基準、調達目標を設定し、取り組むことで、

環境負荷の低減につながります。 

 

取組内容 
貢献・効果 
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基本方針３ 温室効果ガス吸収源の把握と保全 

 

〇 ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた吸

収源の保全を図ります。 

〇 公共施設における緑化に努めます。 

〇 公共施設の緑化更新に当たっては、地域に適した

樹種の選定に加え、吸収源として効果の高い針葉

樹の植栽を検討します。 

〇 森林経営管理制度に基づき取組を推進します。 

〇 市内の温室効果ガス吸収源の把握に努めます。 

 

 

 

➤ 緑化の推進や森林を保全することにより、カ

ーボンニュートラルの実現に向け大きく寄与

します。 

➤ 林野庁によると、４０年生のスギ人工林の二

酸化炭素吸収量は、１ヘクタールあたり年間

約８.８ｔ-ＣＯ2 と推定されており、２０２４（令和

６）年度の実績（４,９３４ｔ-ＣＯ2）排出量を実質

ゼロとするには５６０ヘクタール以上のス

ギ林が必要になります。 

➤ 地域の特性に適した樹種を選択することに

より、吸収量の増加が見込めるほか、景観

形成への貢献が期待されます。 

 

 

 

 

基本方針４ ごみの減量・資源化の推進 

 

〇 ごみを排出する際は分別を徹底し、ごみを減量す

るとともに、資源物のリサイクルに努めます。 

〇 使い捨て製品（紙コップ、食品トレイ、ペットボトル

等）の購入・使用を抑制し、マイバッグ、マイボト

ル、マイ箸等の利用を促進することで、ごみの減量

とプラスチック製品の使用抑制に努めます。 

〇 備品・消耗品等の管理を適切に行い、無駄遣いや

期限切れで廃棄することを抑制します。 

〇 事業に係る委託業者に対し、廃棄物の減量化・資

源化の推進を働きかけます。 

 

 

➤ ごみの減量と分別の徹底は、温室効果ガス

排出量の削減だけでなく、ごみ処理に係る

経費削減につながります。 

 

 

 

 

取組内容 

取組内容 

貢献・効果 

貢献・効果 

※日高市はごみの焼却施設を所有していないため、ごみの焼却に伴う温室効果ガスの排出は含まれません。 
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基本方針５ 再生可能エネルギーの利活用の拡大 

 

〇 再生可能エネルギー由来の電力を供給する電力

会社との契約を検討します。 

〇 太陽光発電のほか、太陽熱、水力、バイオマス等

の再生可能エネルギー設備や蓄電池、EMS（エネ

ルギーマネジメントシステム＊）等の付随設備の利

用について検討し、可能な限り実施します。 

〇 駐車場の上部空間にソーラーカーポートの導入を

検討します。 

 

 

➤ 本庁舎には太陽光発電システムがすでに

設置されており、年間約１３,０００kWh を自

家発電しています。これは一般家庭の電気

消費量約５０世帯分に当たります。 

 

 

 

基本方針６ 職員の地球温暖化対策率先行動の推進 

 

〇 全職員がエコライフ DAYの取組に参加します。 

〇 日高市環境基本計画実施状況等報告書で職員

の実践行動実績例を公表します。 

〇 各部署で地球温暖化対策推進責任者を中心に年

度ごとに目標を設定し、目標達成の実現に向けた

実践行動を推進します。 

 

 

➤ エコライフ DAY の参加により、環境保全

意識が浸透します。 

➤ 実践行動実績例の掲載により、職員の行

動意識改革が促されるとともに、市民・事

業者に対するイニシアチブが発揮され

ます。 

➤ 小さな目標でも意識を持って行動すること

で、内外の PR につながります。 

 

取組内容 

取組内容 

貢献・効果 

貢献・効果 
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  計画の進捗管理 

５．１ 推進体制 

表 ５-１及び図 ５-1 に示すとおり本計画を推進するため、「庁内委員会」が本計画の運用の舵取りを行い、

各部署に「地球温暖化対策推進責任者」を１名配備し、取組を着実に推進します。 

 

表 ５-１ 組織の役割 

組織名称 役割 

庁内委員会 

副市長を委員長とし、部課長あるいは地球温暖化対策推進責任者

で構成します。本計画の運用に関して統括するとともに、進捗状況

の報告を受け、取組方針について指示します。また、本計画の改

訂・見直しに関する協議・決定を行います。 

地球温暖化対策推進責任者 
各部署に１名配置し、事務局と連携するとともに、取組の実践を促

します。また、取組の進捗状況を事務局に報告します。 

事務局（環境課） 
本計画の運用に関し調整役を担います。各部署の取組の進捗状

況を把握するとともに、庁内委員会に報告します。 

 

 

 

図 ５-1 推進体制 
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５．２ 進捗管理 

本計画の進捗管理は、図 ５-2 に示すとおり PDCA サイクルの考え方に基づき、エネルギー使用量及び温

室効果ガス排出量の実態を把握するとともに、基本方針の改定や取組内容の改善について検討し、適宜見直

しを行います。 

 

 

 

図 ５-2 PDCAサイクルに基づく進捗管理のイメージ 
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１. 温室効果ガス排出量の算定方法 

本計画で算定対象とした５種類の温室効果ガス排出量は、マニュアルに基づき次のとおり

算定しています。 

 

１.１ 都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量 

都市ガスの使用に伴う二酸化炭素排出量は、２０２３（令和５）年度の地球温暖化対策推

進法施行令の改正により、資料編-表 1 に示す都市ガス事業者ごとの排出係数を乗じるこ

とで算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【都市ガスの使用に伴う二酸化炭素排出量算定式】 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝使用量（m3）×排出係数（t-CO2/m3） 

 

資料編-表 1 都市ガスの使用に伴う二酸化炭素排出量算定のための排出係数 

単位：ｔ-ＣＯ2/千 m3 

ガス事業者 東京瓦斯(株) 武州瓦斯(株) 日高都市ガス(株) 

令和５年度 ２.０５ ― ― 

令和６年度 ２.０５ ― ― 

※上表のガス事業者は、２０２３（令和５）～２０２４（令和６）年度で契約実績のあるガス事業

者です。 

※武州瓦斯（株）及び日高都市ガス（株）については、ガス事業者別排出係数が公表され

ていないため、代替値（省令の排出係数）である２.０５を用いました。 

 

 

１.２ 燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出量 

使用する燃料の種類ごとに、使用量、資料編-表 ２に示す単位発熱量及び炭素排出係

数、並びに CO2 重量比（４４／１２）を乗じ二酸化炭素排出量を算定します。算定式は次の

とおりとなります。 

 

【燃料の種類ごとの使用に伴う二酸化炭素排出量算定式】 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝燃料使用量（A）×単位発熱量（MJ/A） 

×炭素排出係数（kg-C/MJ）×重量比（４４/１２）÷１,０００ 

※式中で示した単位（A）は、燃料の種類ごとに次のとおりです。 

ガソリン、灯油、軽油、A重油：L 

液化石油ガス（LPG）、液化天然ガス（LNG）：ｋｇ 

都市ガス：Nm3 
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資料編-表 ２ 単位発熱量及び炭素排出係数 

燃料の種類 
単位発熱量 炭素排出係数 

 単位  単位 

ガソリン ３４.６ MJ/L ０.０１８３ kg-C/MJ 

灯油 ３６.７ MJ/L ０.０１８５ kg-C/MJ 

軽油 ３７.７ MJ/L ０.０１８７ kg-C/MJ 

A重油 ３９.１ MJ/L ０.０１８９ kg-C/MJ 

液化石油ガス（LPG） ５０.８ MJ/kg ０.０１６１ kg-C/MJ 

液化天然ガス（LNG） ５４.６ MJ/kg ０.０１３５ kg-C/MJ 

都市ガス ４４.８ MJ/Nm3 ０.０１３６ kg-C/MJ 

 

 

１.３ 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量 

他人（電気事業者等）から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量は、資料編-

表 ３に示すとおり電気事業者ごとの排出係数を乗じて算定します。算定式は次のとおりと

なります。 

 

【他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量算定式】 

二酸化炭素排出量（t-CO2）＝使用量（kWh）×排出係数（t-CO2/kWh） 

 

資料編-表 ３ 電気の使用に伴う二酸化炭素排出量算定のための排出係数 

単位：ｔ-ＣＯ2/kWｈ 

電気事業者 
東京電力エナジ

ーパートナー(株) 

伊藤忠エネクス

(株) 
(株)F-Power 武州瓦斯(株) 

東京電力パワ

ーグリッド(株) 

平成２５年度 0.000525 0.000676 0.000525 ― ― 

平成２６年度 0.000531 0.000380 0.000491 ― ― 

平成２７年度 0.000505 0.000568 0.000454 ― ― 

平成２８年度 0.000500 0.000489 0.000480 0.000320 ― 

平成２９年度 0.000486 0.000570 0.000476 0.000516 ― 

平成３０年度 0.000475 0.000527 0.000502 0.000578 ― 

令和元年度 0.000468 0.000625 0.000508 0.000578 ― 

令和２年度 0.000457 0.000333 0.000448 0.000502 ― 

令和３年度 0.000447 0.000470 0.000477 0.000447 ― 

令和４年度 0.000457 0.000453 0.000472 0.000364 0.000434 

令和５年度 0.000457 0.000441 ― 0.000453 0.000438 

令和６年度 0.000431 0.000429 ― 0.000341 0.000423 

※上表の電気事業者は、２０１３（平成２５）～２０２４（令和６）年度で契約実績のある電気事業者です。 
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なお、街路灯の電力使用量は次の式により推計しています。 

 

【街路灯（電灯）の電気の使用量の算定式】 

街路灯（電灯）の電気使用量（kWh）＝１灯の電力（W）×電灯数（本） 

×１灯当たりの平均使用時間（春分・秋分の日の使用時間：１２時間） 

※電灯が皮相電力（VA）の場合は、次の式のとおり力率を１００％として電力を算定しています。 

１灯当たりの電力（W）＝１灯の皮相電力（VA）×力率（１００％） 

 

 

１.４ 家庭用機器における燃料の使用に伴うメタンの排出量 

使用する燃料の種類ごとに、使用量、資料編-表 ４に示す単位発熱量及び排出係数を

乗じメタン排出量を算定します。算定式は次のとおりとなります。なお、非常用発電機等の

内燃機関は別の算定方法を用いることとされていますが、燃料の使用区分が困難であるた

め、設備の使用に伴う燃料使用量をすべて家庭用機器の使用として算定しています。 

 

【燃料の種類ごとの使用に伴うメタン排出量算定式】 

メタン排出量（t-CH4）＝燃料使用量（A）×単位発熱量（GJ/A）×排出係数（kg-CH4/GJ） 

÷１,０００ 

※式中で示した単位（A）は、燃料の種類ごとに次のとおりです。 

灯油：L 

液化石油ガス（LPG）：kg 

都市ガス：Nm３ 

 

資料編-表 ４ 単位発熱量及び炭素排出係数 

燃料の種類 
単位発熱量 排出係数 

 単位  単位 

灯油 ０.０３６７ GJ/L ０.００９５ kg-CH4/GJ 

液化石油ガス（LPG） ０.０５０８ GJ/kg ０.００４５ kg-CH4/GJ 

都市ガス ０.０４４８ GJ/Nm3 ０.００４５ kg-CH4/GJ 

 

 

１.５ 自動車の走行に伴うメタンの排出量 

自動車の種類ごとに、走行距離及び資料編-表 ５、又は資料編-表 ６に示す排出係数

を乗じメタン排出量を算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【燃料及び車種ごとの自動車の走行に伴うメタン排出量算定式】 

メタン排出量（t-CH4）＝走行距離（km）×排出係数（kg-CH4/km）÷１,０００ 
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資料編-表 ５ 自動車の走行に伴うメタン排出係数 

単位：kg-CH4/km 

燃料 車種 排出係数 

ガソリン・LPG 普通・小型乗用車（定員１０名以下） ０.００００１０ 

ガソリン 

普通・小型乗用車（定員１１名以上） ０.００００３５ 

軽乗用車 ０.００００１０ 

普通貨物車 ０.００００３５ 

小型貨物車 ０.００００１５ 

軽貨物車 ０.００００１１ 

普通・小型・軽特種用途車 ０.００００３５ 

軽油 

普通・小型乗用車（定員１０名以上） ０.０００００２０ 

普通・小型乗用車（定員１１名以上） ０.００００１７ 

普通貨物車 ０.００００１５ 

小型貨物車 ０.０００００７６ 

普通・小型特種用途車 ０.００００１３ 

 

また、二輪車の走行に伴う温室効果ガス排出量では、エンジンが温まった状態（暖機状

態）における走行距離に基づく排出量と、始動時にエンジンが冷えている状態（冷機状態）

における始動回数に基づく排出量の、二つの状態区分別に算定します。 

本市においては、二輪車における車種別の年間始動回数の把握が困難であったことか

ら、暖機状態における排出量のみを算定対象としました。 

 

資料編-表 ６ 二輪車（暖機状態）の走行に伴うメタン排出係数 

単位：ｋｇ-ＣＨ４/km 

燃料 車種 

排出係数 

３次・４次 

規制対応車 

１次・２次 

規制対応車 

排出ガス規制 

未対応車 

ガソリン 

原付一種（５０cc以下） ０.０００００２１ ０.００００１３３ 

０.００００５３ 
原付二種（５１-１２５cc） ０.０００００３２ ０.００００１６７ 

軽二輪（１２６-２５０cc） ０.０００００６２ ０.００００１２５ 

小型二輪（２５０超） ０.０００００２５ ０.００００２２２ 
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１.６ 終末処理場及びし尿処理施設における下水等の処理に伴うメタンの排出量 

施設ごとに、下水等の処理量及び資料編-表 ７に示す排出係数を乗じメタン排出量を

算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【施設ごとの下水等の処理に伴うメタン排出量算定式】 

メタン排出量（t-CH4）＝施設ごとの下水等の処理量（m3）×排出係数（kg-CH4/m3）÷１,０００ 

 

資料編-表 ７ 下水等の処理に伴うメタン排出係数 

単位：kg-CH4/m3 

施設の種類 排出係数 

終末処理場 ０.０００８８ 

し尿処理施設 ０.０３８ 

 

 

１.７ 浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理に伴うメタンの排出量 

浄化槽が設置されている市の施設ごとに、浄化槽の処理対象人員（施設内の職員数）及

び資料編-表 ８に示す排出係数を乗じメタン排出量を算定します。算定式は次のとおりで

す。 

 

【浄化槽ごとのし尿及び雑排水の処理に伴うメタン排出量算定式】 

メタン排出量（t-CH4）＝浄化槽の処理対象人員（人）×排出係数（kg-CH4/人）÷１,０００ 

 

資料編-表 ８ し尿及び雑排水の処理に伴うメタン排出係数 

単位：kg-CH4/人 

設備 排出係数 

浄化槽 ０.５９ 
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１.８ 家庭用機器における燃料の使用に伴う一酸化二窒素の排出量 

使用する燃料の種類ごとに、使用量、資料編-表 ９に示す単位発熱量及び排出係数を

乗じ一酸化二窒素排出量を算定します。算定式は次のとおりとなります。なお、非常用発電

機等の内燃機関は別の算定方法を用いることとされていますが、燃料の使用区分が困難な

ため、設備の使用に伴う燃料使用量をすべて家庭用機器の使用として算定しています。 

 

【燃料の種類ごとの使用に伴う一酸化二窒素排出量算定式】 

一酸化二窒素排出量（t-N2O）＝燃料使用量（A）×単位発熱量（GJ/A） 

×排出係数（kg-N2O/GJ）÷１,０００ 

※式中で示した単位（A）は、燃料の種類ごとに次のとおりです。 

灯油：L 

液化石油ガス（LPG）：kg 

都市ガス：Nm3 

 

資料編-表 ９ 単位発熱量及び炭素排出係数 

燃料の種類 
単位発熱量 排出係数 

 単位  単位 

灯油 ０.０３６７ GJ/L ０.０００５７ kg-N2O/GJ 

液化石油ガス（LPG） ０.０５０８ GJ/kg ０.００００９０ kg-N2O/GJ 

都市ガス ０.０４４８ GJ/Nm3 ０.００００９０ kg-N2O/GJ 

 

 

１.９ 自動車の走行に伴う一酸化二窒素の排出量 

自動車の種類ごとに、走行距離、資料編-表 １０及び資料編-表 １１に示す排出係数を

乗じ一酸化二窒素排出量を算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【燃料及び車種ごとの自動車の走行に伴う一酸化二窒素排出量算定式】 

一酸化二窒素排出量（t-N2O）＝走行距離（km）×排出係数（kg-N2O/km）÷１,０００ 
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資料編-表 １０ 自動車の走行に伴う一酸化二窒素排出係数 

単位：kg-N2O/km 

燃料 車種 排出係数 

ガソリン・LPG 普通・小型乗用車（定員１０名以下） ０.００００２９ 

ガソリン 

普通・小型乗用車（定員１１名以上） ０.００００４１ 

軽乗用車 ０.００００２２ 

普通貨物車 ０.００００３９ 

小型貨物車 ０.００００２６ 

軽貨物車 ０.００００２２ 

普通・小型・軽特種用途車 ０.００００３５ 

軽油 

普通・小型乗用車（定員１０名以上） ０.０００００７ 

普通・小型乗用車（定員１１名以上） ０.００００２５ 

普通貨物車 ０.００００１４ 

小型貨物車 ０.０００００９ 

普通・小型特種用途車 ０.００００２５ 

 

前掲「１.５ 自動車の走行に伴うメタンの排出量」で示したとおり、二輪車（暖機状態）の走

行に伴う一酸化二窒素を算定しました。 

 

資料編-表 １１ 二輪車（暖機状態）の走行に伴う一酸化二窒素排出係数 

単位：kg-N2O/km 

燃料 車種 

排出係数 

３次・４次 

規制対応車 

１次２次 

規制対応車 

排出ガス規制 

未対応車 

ガソリン 

原付一種（５０cc以下） ０.００００００１８ ０.０００００２６４ 

０.０００００４ 
原付二種（５１-１２５cc） ０.００００００９４ ０.００００００２３ 

軽二輪（１２６-２５０cc） ０.００００００６１ ０.００００００８５ 

小型二輪（２５０超） ０.００００００３１ ０.０００００１０９ 
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１.１０ 終末処理場及びし尿処理施設における下水等の処理に伴う一酸化二窒素の排出量 

施設ごとに、下水等の処理量及び資料編-表 １２に示す排出係数を乗じ一酸化二窒素

排出量を算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【施設ごとの下水等の処理に伴う一酸化二窒素排出量算定式】 

一酸化二窒素排出量（t-N2O）＝施設ごとの下水等の処理量（m3）×排出係数（kg-N2O/m3） 

÷１,０００ 

 

資料編-表 １２ 下水等の処理に伴う一酸化二窒素排出係数 

単位：kg-N2O/m3 

施設の種類 排出係数 

終末処理場 ０.０００１６ 

し尿処理施設 ０.０００９３ 

 

 

１.１１ 浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理に伴う一酸化二窒素の排出量 

浄化槽が設置されている市の施設ごとに、浄化槽の処理対象人員（施設内の職員数）及

び資料編-表 １３に示す排出係数を乗じ一酸化二窒素排出量を算定します。算定式は次

のとおりです。 

 

【浄化槽ごとのし尿及び雑排水の処理に伴う一酸化二窒素排出量算定式】 

一酸化二窒素排出量（t-N2O）＝浄化槽の処理対象人員（人）×排出係数（kg-N2O/人） 

÷１,０００ 

 

資料編-表 １３ し尿及び雑排水の処理に伴う一酸化二窒素排出係数 

単位：kg-N2O/人 

設備 排出係数 

浄化槽 ０.０２３ 
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１.１２ 自動車エアコンディショナーの使用に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量 

ハイドロフルオロカーボン（HFCs）が冷媒として使用されている自動車エアコンディショナ

ー（カーエアコン）が搭載されている車両台数及び資料編-表 １４に示す排出係数を乗じ

ハイドロフルオロカーボン排出量を算定します。算定式は次のとおりです。 

 

【自動車エアコンディショナーの使用に伴うハイドロフルオロカーボン排出量算定式】 

ハイドロフルオロカーボン排出量（t-HFC）＝カーエアコン搭載台数（台） 

×排出係数（kg-HFC/台）÷１,０００ 

 

資料編-表 １４ 自動車エアコンディショナーの使用に伴うハイドロフルオロカーボン排出係数 

単位：kg-HFC/台 

設備 排出係数（HFC-１３４a） 

自動車エアコンディショナー ０.０１０ 

 

 

１.１３ 六ふっ化硫黄が封入された電気機械器具の使用に伴う六ふっ化硫黄の排出量 

市有施設の受変電設備に設置されている電気機械器具に封入されている六ふっ化硫黄

の封入量に資料編-表 １５に示す排出係数を乗じ六ふっ化硫黄排出量を算定します。算

定式は次のとおりです。 

 

【電気機械器具の使用に伴う六ふっ化硫黄排出量算定式】 

六ふっ化硫黄排出量（t-SF6）＝六ふっ化硫黄封入量（kg-SF6） 

×排出係数（kg-SF6/kg-SF6）÷１,０００ 

 

資料編-表 １５ 電気機械器具の使用に伴う六ふっ化硫黄排出係数 

単位：kg-SF６/kg-SF６ 

設備の種類 排出係数 

電気機械器具 ０.００１ 
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１.１４ 温室効果ガス排出量 

前掲「１.１都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量」から「１.１３六ふっ化硫黄が封入

された電気機械器具の使用に伴う六ふっ化硫黄の排出量」までの各排出量に、資料編-表 

１６に示す地球温暖化係数を乗じて温室効果ガス排出量を算定します。市の事務及び事

業で排出された温室効果ガス排出量は、それぞれの排出量を足し合わせた合計値となりま

す。算定式は次のとおりです。 

 

【温室効果ガス排出量算定式】 

温室効果ガス排出量（t-CO2）＝各排出量（Cs）×地球温暖化係数 

※式中で示した単位（Cs）は、ガスの種類ごとに次のとおりです。 

二酸化炭素：t-CO2、メタン：t-CH4、一酸化二窒素：t-N2O、ハイドロフルオロカーボン：t-HFC、 

六ふっ化硫黄：t-SF6 

 

資料編-表 １６ 地球温暖化係数（再掲） 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（CO2） １ 

メタン（CH4） ２８ 

一酸化二窒素（N2O） ２６５ 

ハイドロフルオロカーボン 

（１，１，１，２-テトラフルオロエタン（HFC-１３４a） 
１,３００ 

六ふっ化硫黄（SF6） ２３,５００ 
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２. 公共施設及び管理車両 

２.１ 本市の公共施設とエネルギー管理課所 

本市で保有し、温室効果ガス排出量の算定対象とした施設を以下に示します。 

※所管課所は令和８年度のものを掲載しています。 

資料編-表 １７（１） 公共施設一覧 

施設 

No. 
所管課所 施設名称 

１ 管財課 日高市役所 

２ 危機管理課 消防団第１分団 

３ 危機管理課 消防団第２分団 

４ 危機管理課 消防団第３分団 

５ 危機管理課 消防団第４分団 

６ 危機管理課 消防団第５分団 

７ 危機管理課 消防団第６分団 

８ 危機管理課 日高市防災倉庫 

９ 環境課 清掃センター 

１０ 環境課 一般廃棄物最終処分場 

１１ 産業振興課 巾着田管理事務所 

12 産業振興課 
高麗農村研修センター（令和７

年度に廃止） 

13 産業振興課 
高麗南農村研修センター（令

和７年度に廃止） 

14 産業振興課 高麗郷古民家「旧新井家住宅」 

15 産業振興課 滝沢の滝休憩舎 

16 産業振興課 駒高休憩舎 

17 産業振興課 天神社休憩舎 

18 産業振興課 白銀平休憩舎 

19 産業振興課 日和田山公衆トイレ 

20 産業振興課 駒高公衆便所 

21 産業振興課 武蔵高萩駅前公衆トイレ 

22 産業振興課 
高麗川駅 かわせみ手洗館（令

和７年度に解体・撤去） 

23 産業振興課 台公衆トイレ 

24 産業振興課 建光寺公衆トイレ 

25 産業振興課 天神社公衆トイレ 

26 産業振興課 満蔵寺公衆トイレ 

27 産業振興課 霊巌寺公衆トイレ 

28 産業振興課 野々宮公衆トイレ 

29 産業振興課 新井橋公衆トイレ 

30 産業振興課 
白銀平公衆トイレ（令和７年度

に解体・撤去） 

31 産業振興課 天神橋下公衆トイレ 

 

施設 

No. 
所管課所 施設名称 

32 生活福祉課 

総合福祉センター「高麗の郷」 

（子育て総合支援センターぬく

ぬくを含む） 

33 子育て応援課 高麗保育所 

34 子育て応援課 高麗川保育所 

35 子育て応援課 高根保育所 

36 子育て応援課 高麗学童保育室 

37 子育て応援課 高萩北学童保育室 

38 子育て応援課 高麗川学童保育室 

39 子育て応援課 高萩学童保育室 

40 子育て応援課 高萩よつば学童保育室 

41 子育て応援課 武蔵台学童保育室 

42 子育て応援課 高麗川かえで学童保育室 

43 都市計画課 市営住宅 

44 管財課 
旧高麗小学校（令和６年度末に

閉校） 

45 教育総務課 高麗川小学校 

46 教育総務課 高萩小学校 

47 教育総務課 
高根小中学校（高根学童保育

室を含む） 

48 教育総務課 武蔵台小中学校 

49 教育総務課 高萩北小学校 

50 教育総務課 
高麗中学校（令和７年度から高

麗小中学校） 

51 教育総務課 高麗川中学校 

52 教育総務課 高萩中学校 

53 管財課 
旧高根中学校（令和５年度末に

閉校） 

54 教育総務課 高萩北中学校 

55 管財課 
旧武蔵台中学校（令和４年度

末に閉校） 

56 教育総務課 学校給食センター 

57 都市計画課 日高総合公園 

58 都市計画課 武蔵高萩駅自由通路 

59 生涯学習課 高麗公民館 

60 生涯学習課 文化財室 

61 生涯学習課 高麗川南公民館 
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資料編-表 １７（２） 公共施設一覧

施設 

No. 
所管課所 施設名称 

62 生涯学習課 高麗川公民館 

63 生涯学習課 高萩北公民館 

64 生涯学習課 高萩公民館 

65 生涯学習課 武蔵台公民館 

66 生涯学習課 文化体育館「ひだかアリーナ」 

67 生涯学習課 市民プール 

68 生涯学習課 北平沢運動場 

69 生涯学習課 横手台グラウンド 

70 生涯学習課 高麗郷民俗資料館 

71 生涯学習課 生涯学習センター 

72 水道課 高岡浄水場 

73 水道課 武蔵台減圧場 

74 水道課 高麗本郷配水場 

75 水道課 武蔵台配水場 

76 水道課 北平沢第１取水場 

77 水道課 北平沢第２取水場 

78 水道課 
北平沢中継ポンプ場（北平沢３

号井） 

79 水道課 高萩第３取水場 

80 水道課 高萩第２取水場 

 

施設 

No. 
所管課所 施設名称 

81 水道課 高萩浄水場（高萩１号井） 

82 水道課 高麗本郷浄水場 

83 水道課 横手ポンプ場 

84 水道課 山根配水場 

85 水道課 清流加圧場 

86 水道課 駒高第１ポンプ場 

87 水道課 駒高第２ポンプ場 

88 水道課 高岡配水場 

89 水道課 横手配水場 

90 水道課 田波目配水場 

91 水道課 駒高配水場 

92 水道課 栗坪取水場 

93 水道課 高麗川配水場 

94 下水道課 浄化センター（終末処理場） 

95 下水道課 
大谷沢農業集落排水施設（終

末処理場） 

96 下水道課 

高麗汚水処理施設 

※令和元年度まではコミュニテ

ィプラントに区分されており、

令和２年度からし尿処理施

設へ区分されます。 

 

２.２ 各課の保有する管理車両 

庁内各課の管理車両の有無を以下に示します。 

※所管課所は令和８年度のものを掲載しています。 

資料編-表 １８ 各課の保有管理車両 

組織 部 課 
管理車両 

公用車 原動機付自転車 その他 

市長部局 

総合政策部 管財課 ○ ○ － 

総務部 危機管理課 ○ ○ 
団体部車、救助用資

器材・小型動力ポンプ

搬送車 

市民生活部 産業振興課 
○ 

（トラクター） 
－ － 

健康推進部 
長寿命いきがい

課 
－ 

○ 

（認定調査員用バイク） 
－ 

教育委員会 教育部 生涯学習課 ○ － － 

地方公営企業 上・下水道部 
水道課 ○ ○ － 

下水道課 ○ － － 
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３. 用語集 

 

 

◼ RCP８.５シナリオ 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）

の第５次評価報告書で提示された、今後１０

０年間での平均気温の上昇の程度を予測し

た４つのシナリオのうち、今以上の温暖化対

策を施さなかったときに最も温暖化が進むと

されるシナリオです。RCP とは、「Representative 

Concentration Pathways（代表濃度経路）」

の頭文字をとったもので、数値は温暖化を

引き起こす効果（放射強制力）を表し、数値

が高いほど温室効果ガス濃度が高いことを

示します。 

シナリオ 

名称 

温暖化対策 

（現状比較） 

２１００年の 

平均気温予測 

RCP８.５ 対策なし ＋２.６～４.８ 

RCP６.０ 少 ＋１.４～３.１ 

RCP４.５ 中 ＋１.１～２.６ 

RCP２.６ 最大 ＋０.３～１.７ 

 

◼ ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル） 

１９８８（昭和６３）年に国連環境計画

（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立

された組織で、スイスのジュネーブに事務局

があります。各国の政府から推薦された科

学者が参加し、地球温暖化に関する科学

的・技術的・社会経済的な評価を行い、評

価報告書として取りまとめています。 

 

◼ エコドライブ 

自動車等の運転において、燃料消費量

や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化

防止につなげる運転技術や心がけです。環

境省では、「エコドライブ１０のすすめ」として、

次の１０の取組を励行しています。 

・ふんわりアクセル「e スタート」 

穏やかにアクセルを踏み、ゆっくり発進する 

・車間距離にゆとりをもって加速・減速の少な

い運転 

車間距離にゆとりをもって一定の速度で走る

ことを心がける 

・減速時は早めにアクセルを離そう 

車の停止時は早めにアクセルを離す 

・エアコンの使用は適切に 

暖房のみ必要なときはエアコンをOFFにし、

冷房が必要なときは車内を冷やしすぎない

ようにする 

・ムダなアイドリングはやめよう 

駐停車の際はアイドリングをやめる 

・渋滞を避け余裕をもって出発しよう 

道路交通情報やカーナビなどを活用して、

行き先やルートを事前に確認し、時間に余

裕をもって出発する 

・タイヤの空気圧から始める点検・整備 

タイヤの空気圧チェックを習慣づける 

・不要な荷物はおろそう 

荷物の重さに影響する燃費を削減するた

め、運ぶ必要のない荷物は車からおろす 

・走行の妨げとなる駐車はやめよう 

迷惑駐車はしない 

・自分の燃費を把握しよう 

エコドライブ効果を実感するため、車の燃費

を把握することを習慣づける 

 

◼ エネルギー管理権原 

施設・設備の設置・更新権限を有し、かつ

当該施設・設備のエネルギー使用量が計量

器等により特定できる状態を指します。 

 

◼ エネルギーの使用の合理化に関する法律 

「省エネ法」と略され、石油、石炭などの

燃料資源の有効利用や、電気の需要の平

準化に関する措置、その他のエネルギー使

用の合理化を進め、国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とした法律です。原

油換算エネルギー使用量が１,５００キロリット

あ行 
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ル以上の事業者は特定事業者として、毎年

度エネルギー使用量の報告義務があり、市

も一事業者として毎年度経済産業大臣に報

告書を提出しています。 

 

◼ エネルギーマネジメントシステム（EMS） 

電気やガス、熱などのエネルギーの見え

る化や、設備の最適運用を実現するシステ

ムです。ICT（情報通信技術）を用いてエネ

ルギーの使用状況を適切に把握及び管理

することで、省エネルギー及び負荷平準化

（季節や時間による電力消費量等の格差の

縮小）など、エネルギーの効率的な利用を

図ります。 

 

 

◼ 環境情報の提供の促進等による特定事

業者等の環境に配慮した事業活動の促

進に関する法律 

「環境配慮促進法」と略され、事業活動の

中で環境保全が適切に配慮されていること

を環境報告書として作成及び公表すること

を定めた法律です。市の責務として、環境

配慮等の状況を公表することに努めるととも

に、環境に配慮した事業活動の促進のため

の施策を推進することに努めることとされて

います。市では「環境基本計画実施状況報

告書」として環境配慮状況を作成・公表して

います。 

 

◼ 気候変動適応計画 

気候変動適応法（平成３０年、法律第５０

号）に基づき、２０１８（平成３０）年１１月に閣

議決定された計画です。気温の上昇、大雨

頻度の増加、農作物の品質低下、動植物分

布域の変化、熱中症リスクの増加など、地球

温暖化とそれに伴う各地で頻発している影

響に対処し、国民の生命・財産を将来にわ

たって保護し、社会経済の持続可能な発展

を図るための取組を総合的かつ計画的に推

進することを目的に策定された計画です。 

 

◼ 国等における温室効果ガス等の排出の

削減に配慮した契約の推進に関する法律 

「環境配慮契約法」と略され、温室効果ガ

スの排出削減に配慮した契約を推進するこ

とを定めた法律です。市の責務として、エネ

ルギーの合理的かつ適切な使用等に努め

るとともに、経済性に留意しつつ価格以外

の多様な要素を考慮して温室効果ガス排出

量の削減に配慮した契約の推進に努めるこ

ととされています。 

 

◼ 国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律 

「グリーン購入法」と略され、環境物品等

の調達の推進、環境物品等に関する情報

の提供など、環境物品等への需要転換を促

進する溜めに必要な事項を定めた法律で

す。市の責務として、環境物品等への需要

転換を図るための措置を講ずるよう努めるこ

ととされています。 

 

◼ 国連気候変動枠組条約締約国会議 

国連の下、大気中の温室効果ガスの濃

度を安定化させることを究極の目標として１

９９２（平成４）年に採択された「国連気候変

動枠組条約（UNFCCC）」に基づき、１９９５

（平成７）年から毎年開催されている年次会

議です。 

 

か行 
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◼ 国連サミット 

アメリカのニューヨークの国連本部におい

て２０１５（平成２７）年に開催された環境問題

と持続可能な開発に関する国際会議「国連

持続可能な開発サミット」です。２０１６（平成

２８）年から２０３０（令和１２）年にわたり国際

社会と各国政府によって共有される行動計

画「持続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」が採択され、SDGs はその中の国際社会

共通で掲げた目標です。 

 

 

◼ 低炭素エネルギー 

二酸化炭素を排出しない、又は排出量が

非常に少ないエネルギーのことです。風力

や太陽光、地熱、水力などが該当し、動力

や発電に利用されます。 

 

◼ デコ活 

2050 年カーボンニュートラル及び 2030

年度削減目標の実現に向けて、国民・消費

者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に

後押しするための、脱炭素につながる新し

い豊かな暮らしを創る国民運動です。 

 

 

◼ パリ協定 

２０１５年１２月、フランス・パリで開催された

COP２１（国連気候変動枠組条約第２１回締

約国会議）において、世界約２００か国が合

意して成立した国際社会全体で温暖化対

策を進めていくための礎となる協定で、世界

の平均気温上昇を産業革命前と比較して、

２℃より充分低く抑え、１.５℃に抑える努力

を追求することを目的としています。 

 

◼ マルチベネフィット 

複数の社会課題の同時解決を指し、

SDGs ではターゲットに対して統合的なアプ

ローチを行うことで、複数のターゲットの同時

達成につなげることを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

た行 
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